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医科医療費（電算処理分）の動向（医科メディアス） 

の試験的公表について 

 

 

＜集計対象＞ 

・レセプト電算処理システムにより処理された診療報酬明細書（以下、「レセプ

ト」という。）のうち医科入院分（ＤＰＣ分を含む。ただし、包括部分は含ま

ない。）、医科入院外分を集計したもの。 

・ただし、医科入院外分は、月毎に 100分の１の抽出率でランダム抽出したデー

タを集計している。 

 

＜留意事項＞ 

・電算処理分を対象とした医科メディアスは、全数で把握される最近の医療費の

動向（メディアス）の医科分の動向を、詳細に把握・分析することを目的とし

たもの。 

医科分の正確な医療費や伸び率等を把握する場合にはメディアスを参照する

こと。 

・レセプトの電算化率は、医科入院では概ね 94～95％※1、医科入院外では概ね

97～98％※1。調剤レセプトと比べると月毎の変動幅が大きい。 

そのため、医科メディアス上の医療費等の伸び率には電算化率の変動が一定程

度影響を与えていることに留意が必要。（「医科レセプトの電算化率に関する分

析」の P1参照） 

※1 いずれも平成 28～30年度の医療費ベースで、医科メディアスの数値をメディア

スの数値で除して算定。医科入院外はランダム抽出データを 100倍した数値を用い

て計算した場合であり、抽出の影響が含まれていることに留意が必要。 

また、制度別や都道府県別の電算化率を見ると、制度間、都道府県間で差異が

あることにも留意が必要。（「医科レセプトの電算化率に関する分析」の P2～

21参照） 
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・医科入院外についてはランダム抽出であるため、標本誤差が発生している可能

性がある。また、集計表については復元処理を行っていない。 

 

＜試験的公表の内容＞ 

・第１回 

－医科レセプトの電算化率に関する分析 

－年齢階級別及び都道府県別の以下項目の集計表 

医療費、日数、件数、１日当たり医療費、１件当たり日数、推計新規入院

件数、推計平均在院日数 

 

・第２回 

－医科・調剤分の後発医薬品割合（数量ベース）について 

－年齢階級別、都道府県別及び薬効分類別の以下項目の集計表 

薬剤料、後発医薬品薬剤料、後発医薬品割合（薬剤料ベース、数量ベース） 

 

・第３回 

－制度別の以下項目の集計表 

医療費、日数、件数、１日当たり医療費、１件当たり日数、推計新規入院

件数、推計平均在院日数、薬剤料、後発医薬品薬剤料、後発医薬品割合（薬

剤料ベース、数量ベース） 

 

・第４回 

－疾病分類別の以下項目の集計表 

医療費、日数、件数、１日当たり医療費、１件当たり日数、推計新規入院

件数、推計平均在院日数、薬剤料、後発医薬品薬剤料、後発医薬品割合（薬

剤料ベース、数量ベース） 

 

＜用語の説明及び集計・算出方法＞ 

・全数 

医療費・日数・件数それぞれについて、紙レセプト分と電子レセプト分の数

値を合計したものである。 
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・医療費 

レセプトに記録された点数に 10を乗じ、入院時食事療養費及び入院時生活療

養費を合計したものである。 

 

・受診延日数 

レセプトに記録された日数を集計したものである。 

 

・件数 

レセプトの枚数を集計したものである。 

 

・１日当たり医療費 

医療費を受診延日数で除して得た値をいう。 

 

・１件当たり日数 

受診延日数を件数で除して得た値をいう。 

 

・推計新規入院件数※2 

入院について、受診延日数を推計平均在院日数で除して得た値をいう。 

 

・推計平均在院日数※2 

入院について、〔１件当たり日数〕×〔月の日数－１〕／〔月の日数－１件当

たり日数〕で算出した値をいう。 

 

※2 参考 「推計平均在院日数の数理分析（平成 24年 9月）」 

「推計平均在院日数の数理分析（Ⅱ）（平成 25年 1月）」 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/sankou.html 

 

・都道府県別の値について 

保険医療機関の所在する都道府県ごとに集計したものである。 

 

・制度別の値について 

「被用者保険」の「本人」及び「家族」は、高齢受給者を除く 70歳未満の者

に係るデータである。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/sankou.html
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「公費」は医療保険適用との併用分を除く、生活保護などの公費負担のみの

データである。 

 

・疾病分類別の値について 

社会保険表章用疾病分類に基づき主傷病ベースで集計している。なお、傷病

名レコードの主傷病に「01」が記録されていない場合（ＤＰＣレセプトにお

いては傷病レコードの傷病名区分に「11」が記録されていない、かつ傷病名

レコードの主傷病に「01」が記録されていない場合）は、レセプト内の傷病名

レコードのうち一番最初に記録されている傷病を主傷病として集計している。

また、未コード化傷病名のレセプトについては不詳に含まれる。 

 

・薬剤料 

レセプトに記録された使用量、回数及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出し

た薬剤料をいう。 

 

・数量 

薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。 

 

・後発医薬品割合（薬剤料ベース） 

〔後発医薬品の薬剤料〕/〔全薬剤料〕）で算出した値をいう。 

 

・後発医薬品割合（数量ベース） 

〔後発医薬品の数量〕/（〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬

品の数量〕）で算出した値をいう。 

 

・薬効分類別の値について 

「日本標準商品分類」の「中分類 87－医薬品及び関連製品」に準拠している。

なお、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。 

 

・その他 

「・｣は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同

期の数値がないもの、分母が０となるもの。）を、｢-｣は０を示す。 


